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信用取引口座数の開示について 
 
 
当社の子会社であるマネックス証券は、信用取引口座の閉鎖ルールを変更いたしました

のでお知らせいたします。 
 
マネックス証券では、お客様が一定期間信用取引を利用されない場合、信用取引口座を

閉鎖し、再び信用取引を利用される際には申込手続きを必要としていましたが、2008 年 6
月 4 日より、お客様が信用取引口座の閉鎖を希望する場合などを除いて、信用取引口座の

閉鎖を行わないこととしました。 
この場合当該信用取引口座は利用停止とし、お客様が信用取引を再開される場合には、

改めて審査を行います。 
 

以 上 
 
 

 


